
令和８年度 奈良市会計年度任用職員募集要項 

スポーツ・文化芸術活動指導員 
 

【求める人物像】 

・こどもたちの「好き」や「やりたい」を引き出し、成功体験だけでなく、挑戦や継続を支 

えられる方 

・多様な背景の生徒（初心者、配慮が必要な生徒等）への指導経験・理解がある方 

・複数指導者でのチーム運営、地域団体・学校との連携経験がある方 

 

１． 募集内容等 

採用予定人数 奈良市立中学校におけるスポーツ・文化芸術活動（※）の指導分野ごとに

若干名 

※学校部活動ではなく、市が運営する活動として中学生の指導にあたっ

ていただきます。 

募集内容 市立中学校におけるスポーツ・文化芸術活動の指導及び運営に係る業務 

（1） 実技指導 

（2） 安全及び障がい予防の知識及び技能の指導 

（3） 学校外での活動（大会、練習試合等）の引率 

（4） 協議団体等（中体連、吹奏楽連盟等）の会議の参加、および運営協力 

（5） 活動の管理運営（年間及び月間指導計画の作成、保護者等への連

絡、用具及び施設の点検及び管理、会計管理、協会登録等事務を含

む。） 

（6） 生徒指導に係る対応 

（7） 事故発生時の現場対応 

（8） その他指導及び運営に係る業務 

※「学校管理下外」の活動となるため、指導、運営について、教職員は関

与しないことが前提であることを理解していただいていることとしま

す。ただし、情報共有等は状況に応じて実施していただきます。 

募集要件 （1）１８歳以上の者 

（2）スポーツ・文化芸術活動の実技に関し、実技又は指導の経験を有し、

安全な指導ができる者 

(3)活動の主旨を理解し、適切な指導、運営ができる者 

(4) 暴言・暴力、ハラスメント、虐待、いじめ等が許されない行為である

ことを理解し、自ら行わない、ならびに子どもたち同士の不適切行

為を許さないことを誓約できる者 

(5)事故・けが・トラブル等の際に、運営団体・学校・市が定める連絡手順



に従い、速やかに報告・連携できる者（不適切行為への対応・報告の

枠組みを含む。） 

(6)登録・指導に伴い知り得た個人情報を適切に取り扱える者（守秘義

務、SNS 等での情報発信ルール順守を含む。） 

(7) 当該種目・分野の指導経験、資格、競技・活動歴等がある者 

（例 公認指導者資格、教員免許、演奏・創作活動歴、審判資格等） 

（8）安全管理（救命講習、事故予防、熱中症対策等）に関する知識等があ

る者 

（9）多様な参加者（初心者、配慮が必要な生徒等）による、インクルーシブ

な集団づくりへの理解がある者 

(10) 指導者対象の研修に参加できる者 

注意事項 ※地方公務員法第16条及び学校教育法第９条に規定する欠格条項に該 

当しないこと。 

※2026年 12月施行予定のこども性暴力防止法（学校設置者等及び民

間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置

に関する法律）第２条第８項に該当しないこと。 

（地方公務員法第 16 条） 

・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を

受けることがなくなるまでの者 

・ 奈良市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経

過しない者 

・ 日本国憲法の施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立

した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した者 

（学校教育法第９条） 

・ 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

・ 教育職員免許法第 10 条第 1 項第 2 号又は第 3 号に該当すること

により免許状がその効力を失い、当該失効の日から 3 年を経過しな

い者 

・ 教育職員免許法第 11 条第 1 項から第 3 項までの規定により免許状

取上げの処分を受け、3 年を経過しない者 

・ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立し 

・ た政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成

し、又はこれに加入した者 

（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の 

防止等のための措置に関する法律 第２条第８項） 



 

２． 勤務条件等 

・ 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者（その刑の

全部の執行猶予の言渡しを受けた者（当該執行猶予の言渡しが取り

消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。）を除く。）で

あって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

日から起算して二十年を経過しないもの 

・ 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行 

猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過し

ないもの 

・ 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、そ 

の刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起

算して十年を経過しないもの 

任用期間 任用開始日～令和９年３月 31 日（予定） 

※勤務成績が良好な場合は、翌年度に再度任用する可能性があります。 

勤務地 奈良市立中学校ほか 

※勤務校は応募者の希望も考慮の上、奈良市が調整します。 

種目 スポーツ： 

野球、サッカー、卓球、バレーボール、バスケットボール、剣道、バドミント

ン、陸上競技、ソフトボール、ソフトテニス、硬式テニス 他 

文化活動： 

吹奏楽、ギターマンドリン、美術（イラスト）、パソコン、技術、英語、囲碁将

棋、科学（サイエンス）、文化活動・文芸 他 

報酬 時間給 1,635 円 

※片道２㎞以上の場合、通勤手当相当分の支給あり（上限あり）。 

※年度途中の条例改正等により、任用開始日に遡及して給与に増減が生じ

る可能性があります。 

勤務時間 平日１日２時間（午後５時まで）以内、休日１日３時間以内（週 19 時間以

内） 

※大会の引率等で、１日８時間以内（休憩時間除く）勤務の場合もありま

す。 

休日 勤務日・時間は以下の活動条件をもとに、応募者と市と調整のうえ設定

します。年間を通じた定期的な勤務ではない場合があります。 

活動条件は、下記のとおりです。 

・ 週２日以上の休養日を設けること。 

・ 平日に少なくとも１日以上、週末は少なくとも１日以上を休養日とす



 

３．申込方法等 

上記内容は令和８年６月時点の予定であり、今後変更となる場合があります。 

 

問合せ 

＜住所＞〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目１番１号 奈良市役所 

＜担当課＞奈良市 部活地域展開推進室・文化振興課（※任用担当） 

＜電話番号＞0742-34-4942（文化振興課） 

＜E メール>chiikitenkai_narashi@city.nara.lg.jp 

＜受付時間＞午前９時～午後５時（土・日曜日、祝日を除く） 

※ 任用に至った場合、申込書に添付いただいた顔写真データを職員録（人材管理システム）に登録し、庁内で

共有いたします。人材管理システムとは、奈良市役所内部の職員管理システムであり、原則市民等外部に公

開されるものではありません。 

ること。 

※ただし、週末に大会等に参加し、両日とも活動した場合は、休養日を他

の週末に振り替えます。 

休暇 特別休暇等 

条件付採用 地方公務員法第 22 条及び第 22 条の 2 第 7 項の規定に基づき、採用

は全て条件付のものとし、採用後１か月間を良好な成績で勤務した時に

会計年度任用職員として正式採用となります。 

服務 地方公務員法の服務に関する規定が適用となります。 

災害補償 公務上の災害又は通勤による災害についての保障制度があります。 

申込方法 以下の申込フォームに必要事項を入力し、送信してください。 

https://logoform.jp/form/p6et/1409635 

 

 

 

 

選考方法等 面接試験 

※事前に応募フォームでの審査の後、面接等を経て採用となります。 

※応募された種目や各学校の配置状況等によっては、面接に進めない場

合もあります。あらかじめご了承ください。 

https://logoform.jp/form/p6et/1409635

